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令和２年（行ウ）５号 損 害 賠 償 等 請 求 事 件  

原告  多  田  雅  史 

被告  国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

 

調査嘱託申立書  

                     

令 和 ２ 年 ５ 月 １ ２ 日  

名 古 屋 地 方 裁 判 所 民 事 第 ９ 部 Ｄ ２ 係  御 中  

原 告  多 田  雅 史  

 

頭書事件につき、訴訟の早い段階で迅速に争点整理を行うことを目的に、

被告の処分（不作為）の理由を明らかにする資料（一件記録に含まれない

ような資料を含む）について、下記のとおり調査嘱託を申立てます。  

記  

１ 証明すべき事実  

   別紙のとおり  

２ 嘱託先  

   別紙のとおり  

３ 調査対象者  

   別紙のとおり  

４ 調査事項  

   別紙のとおり  

５ 添付資料  

   被告証拠説明書（１）及び乙１号証（写）（全面黒塗り）  

６ 郵券（嘱託先）  

   予納郵券を充当                     以上  
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（別紙１ 登録分析機関）  

１ 証明すべき事実  

 被告が、「事故等事案」（医療法施行規則１２条他）に該当する事例に

ついて、医療法に従い、登録分析機関へ適切に報告しているかについて  

２ 嘱託先  

 住所    〒１０１－００６１  

東京都千代田区神田三崎町１－４－１７東洋ビル  

 名称    公益財団法人日本医療機能評価機構  

 担当    総務部  

電話番号  ０３－５２１７－２３２０  

３ 調査対象者  

被告  

住所    〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６−１  

名称    国立研究開発法人  国立循環器病研究センター  

４ 調査事項  

（１）被告証拠の乙１号証が、「事故等事案」として、被告が登録分析機関

（公益財団法人日本医療機能評価機構）へ報告した症例であるか否か  

（２）医療事故情報等収集事業の開始時点から現在までの期間において、

被告が「事故等事案」として登録分析機関（公益財団法人日本医療機能

評価機構）へ報告した症例の年度別の全件数  

（３）医療事故情報収集等事業は、①医療事故情報収集・分析・提供事業

と②ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業の２つの事業があり、被

告は任意参加の事業②にも参加しているため（甲１６）、上記（２）項

と同様、②事業の登録分析機関へ報告した症例の年度別の全件数  

（４）上記（２）及び（３）項について、報告された全件数の報告内容  
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（別紙２ 医療事故調査・支援センター）  

 

１ 証明すべき事実  

 被告が、「医療事故」（医療法６条の１０他）に該当する事例について、

医療法に従い、医療事故調査・支援センターへ適切に報告しているかに

ついて  

 

２ 嘱託先  

 住所    〒１０５－６１０５  

東京都港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル５階  

 名称    一般社団法人日本医療安全調査機構  

 担当    事務局  

電話番号  ０３－５４０１－３０２１  

 

３ 調査対象者  

被告  

住所    〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６−１  

名称    国立研究開発法人  国立循環器病研究センター  

 

４ 調査事項  

（１）医療事故調査制度の開始時点から現在までの期間において、被告が

「医療事故」として医療事故調査・支援センター（一般社団法人日本医

療安全調査機構）へ報告した症例の年度別の全件数  

（２）上記（１）項について、報告された全件数の報告内容  

 

 


